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重大事態について（いじめ防止対策推進法） 

第28条 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲

げる場合には、その事態(以下「重大事態」という)に対処

し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資す

るため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する

学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方

法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするため

の調査を行うものとする。 

一 いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心

身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認める

とき。 

二 いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期 

間、学校を欠席することを余儀なくされている疑いが

あると認めるとき。（以下省略） 

重大事態の調査 

① 調査の趣旨及び調査主体 

 事態に対処し、同種事態の発生防止に資するために行

う。事態発生の場合には、事案の調査主体、調査組織な

どは県教育委員会の判断となる。 

② 事実関係を明確にするための調査実施 

 調査は重大事態に至る要因となったいじめ行為が、い

つ（頃から）、誰から行われ、どのような態様であった

か、いじめを生んだ背景事情や生徒の人間関係にどのよ

うな問題があったか、学校・教職員がどのように対応し

たか、などの事実関係を可能な限り網羅的に明確にす

る。 

 その際、因果関係の特定を急ぐべきではなく、客観的

な事実関係を速やかに調査する。 


